
平成２４年３月までに、地域の子ども、生徒、学生の職場見学の受け

１．

目 標 １

２．

計 画 期 間

内 容

入れ体制を創設する。

 「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画

全ての社員がその能力を十分発揮できるような雇用環境の整備を行うととも
に、次世代育成支援について地域に貢献する企業となるため、次のように行動計画
を 策 定 す る 。

平成２３年 ４ 月 １ 日から平成２８年 ３ 月３１日までの５年間

育児・介護休業法にもとづく育児・介護休業等制度の周知。目 標 ２


